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 　 研　 修　 名

Ⅰ 県職員 Ⅰ 技術職員

Ⅱ 市町村職員 Ⅱ 事務職員

Ⅲ その他（　　　　　　　　） 〇 Ⅲ 事務・技術職員

　　研修予定人員（実人員）

9:30 講義

9:55 講義

10:00 講義

10:30 講義

11:00 講義
・現場概要
・現場視察を行うための注意事項

13:00 現場
視察先
　①安来木次線（切川）
　②宍道湖流域下水道事務所（施設見学）

17:15

【参考】島根県土木技術職員
　　　　　　研修指針による研修区分

◇重点項目　　土木部の役割・課題の理解

◇変更点　　なし

広瀬土木事業所

本庁舎6F講堂

土木総務課長

現場視察について（40分）

「土木行政の概要」（20分）

50

土木部長

4月23日

受付

「部長講話」（20分）

事前レク

終了

　（具体的対象者）

土木行政の概要を把握するとともに、県行政における土木部の役割・課題を理解する。

　　研修の重点項目  及び　変更点 

開始時刻

島根県土木部新任職員
（新規採用職員及び他部局から初めて土木部へ配置換えとなった職員）

計

講　　　　師

現場現場視察

県    職   員

50

研修科目及び主な内容実施日

市町村職員

研修方式 場 所

土木総務課

TV会議システム使用

土木部新任職員研修（前期）

担　当　者 五明田

主任以下必須研修　　　　　　・　　　　　　係長以上必須研修　　　　　　・　　　　　　選択研修　　　　　　・　　　　　　その他

　　目　　的　

　　職種・対象者　　　（○を記入して下さい）

　　研修担当課名 土木総務課

広瀬土木事業所
宍道湖流域下水道事務所


